
　市では、駒井町三丁目において、対象者を限定することなく、子どもから高齢者まで
地域住民がいつでも気軽に集い、ゆるやかに出会い関わり合うことのできる（仮称）
こまほっとみんなの家（以下「拠点」という。）の整備を進めていて、令和５年２月の開
業を予定しています。

　この拠点が地域住民の皆さまに親しまれる『居場所』となるよう、拠点の名称を募集
いたします。奮ってご応募ください。

応募フォームはこちら

応 募 先
お問合せ

福祉保健部福祉政策課福祉政策係
〒201-8585　狛江市和泉本町一丁目１番５号
TEL　03-3430-1111（内線2230）
E-mail　fukuseikkr@city.komae.lg.jp

　　　　　　　みなさんに親しまれる名称を募集します。　　　　　　　　　　

　　　　　　　専用オンラインフォーム・郵便・電子メールにてご応募

　　　　　　　ください。必要事項については裏面を参照。

　　　　　　　令和４年10月28日（金）まで（当日消印有効）
　　　　　　　　※オンラインフォームでの応募は10月28日（金）23：59まで
　　　　　　　
　　　　　　　令和４年11月に選考を行い、本人に通知します。
　　　　　　　市広報紙及びホームページ等で発表させていただきます。

　　　　　　　裏面の注意事項をご確認のうえご応募ください。
　　　　　 

募集内容

応募方法

募集期間

選考・発表

　その他



（仮称）こまほっとみんなの家名称公募要項(抜粋)

１　趣旨

　市では、駒井町三丁目の空家をお借りして、対象者を限定することなく、子どもから高齢者まで地域住民がいつでも気軽に集い、ゆ
るやかに出会い関わり合うことのできる（仮称）こまほっとみんなの家（以下「拠点」という。）の整備を進めており、令和５年２月の開
業を予定しています。この拠点が地域住民の皆さまに親しまれる施設となるよう、拠点の施設名称を募集いたします。

２　募集内容

　拠点の施設名称

３　物件所在地

　狛江市駒井町三丁目７番１号

４　応募資格・基準

狛江市内在住・在勤・在学の個人

５　施設名称の選考基準

（１）狛江市らしさを感じられるような名称であること。

（２）地域住民に愛着や親しみを持って頂けるような名称であること。

（３）呼びやすく馴染みやすい名称であること。

（４）市内外の多くの方にアピールできる名称であること。

６　募集期間

　　令和４年10月１日（土）から令和４年10月28日（金）まで（当日消印有効）

　　※オンラインフォームでの応募は10月28日（金）23：59まで

７　応募方法

（１）次の事項を記載して、専用のオンラインフォーム・郵便・電子メールでご応募ください。（様式は自由）

 ア　ふさわしいと思う施設名称（ふりがな）

 イ　名称の意味・理由

 ウ　住所

 エ　氏名

 オ　年齢

 カ　電話番号

 キ　メールアドレス

 ※カ又はキ電話番号・メールアドレスいずれかは必ず記載ください。

（２）１人当たりの応募は３点までとします。

（３）応募先：狛江市福祉保健部福祉政策課

（〒201-8585　狛江市和泉本町一丁目１番５号）

8　発表

（１）施設名称は、令和５年１月の市広報・ホームページ等に発表する予定とします。

（２）施設名称の採用者には、令和４年12月末までに採用を連絡する予定とします。

9　注意事項

（１）応募に係る記載事項漏れ、虚偽事項がある場合や募集期間が守られない場合、応募は無効となります。

（２）応募に係る一切の費用は、応募者負担とします。

（３）郵送等における作品の紛失については、狛江市は責任を負いません。

（４）応募作品は返却しません。

（５）個人情報の取扱いについて

ア　応募者の個人情報は厳正に管理し、本募集以外の目的には使用しません。

イ　ただし、採用作品の受賞者については、氏名等を市広報及びホームページ等で発表します。受賞にあたり、氏名等の公表を希望さ
れない場合は、応募の際にその旨を記載ください。

（６）　応募作品に関する著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第27条及び第28条に規定する権利を含む。）、商標登録をする権
利その他一切の権利は、狛江市　に帰属するものとします。また、応募者は、採用作品について狛江市及び狛江市が指定する第三者に
対し、著作者人格権に基づく権利行使及び商標出願が行わないこととします。

（７）　応募作品の著作権その他一切の権利に関わる問題が生じた場合は、補正・修正して使用する場合があります。

（８）　公序良俗に反するもの、誹謗中傷を含むもの、著作権その他第三者の権利を侵害しているものは選考の対象外とします。また、
採用後であっても、これらに反していることが判明した場合、採用は無効となります。

（９）　応募作品は、応募者が創作した未発表のもので、他の著作物等を使ったり、真似たりしていないものに限ります。


